
～2019年度 2020年度～ 

加工・検査 

ケース１ 

成型加工 

新検査制度施行をまたぐ場合の輸入燃料体検査と設工認について 

輸送・発電所受入 

新検査制度施行 

燃料部材加工 

事業者による品質確認検査 使用前事業者検査 

ケース１．成型加工着手が2020年4月以前で、2020年4月時点で加工完了しているが未輸入 
【懸念事項】 
〇制度移行時点で成型加工が完了しているため、通常の使用前事業者検査と同等の検査（立会検査等）を実施することが出来ない。 
 ⇒使用前事業者検査として品質確認記録等の記録確認検査をする旨を設工認に記載する。（2019.4.2NRA面談資料参照） 
〇設工認本文に記載した仕様は基本的に使用前事業者検査対象となるが、品質確認では確認していない仕様も設工認本文に記載する予

定であり、実施済みの品質確認記録を使用前事業者検査で扱うことができる場合でも、一般的な使用前事業者検査と比較して検査項目
に差があることについて手当てが必要。 

〇もし、次頁以降に示す他のケースへの移行措置検討の結果、輸入燃料体検査申請済のものに何らかの制度移行措置が取られることになっ
た場合、本ケースも当該措置の対象となる。 

認可 

輸入燃料体検査申請1 

使用前確認申請 
１ヶ月以上 

成型加工が完了しているため、
通常の使用前事業者検査を
実施することができない。 

輸入燃料体検査申請2 

規制当局による記録確認検査は未受験 

設工認申請 

加工着手 使用前事業者検査開始必要時期 

保安規定認可 

加工完了(未輸入) 

双方が認可され次第 
使用前確認申請 
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～2019年度 2020年度～ 

加工・検査 

ケース２ 

成型加工 

新検査制度施行をまたぐ場合の輸入燃料体検査と設工認について 

輸送・発電所受入 

新検査制度施行 

燃料部材加工 

使用前事業者検査として実施 

ケース２．成型加工着手が2020年4月以前で、加工が2020年4月をまたぐ 
【懸念事項】 
〇燃料体は加工の工程毎に検査を行うため、検査が実施できないと工程を止めることになるが、少なくとも設工認認可まで使用前事業者検査

が実施できないと考えられるため、設工認認可まで使用前事業者検査が開始できず加工が長期に亘り中断し、工程への影響が甚大となる。 
〇制度移行時点で部材製造が完了し、成型加工が開始されており、通常の使用前事業者検査と同等の検査（立会検査等）を実施するこ 
  とが出来ない。 
 ⇒使用前事業者検査として品質確認記録等の記録確認検査をする旨を設工認に記載する。（2019.4.2NRA面談資料参照） 

設工認本文に記載した項目は基本的に使用前事業者検査対象となるが、従来の輸入燃料体検査では実施していない検査項目も設工 
認本文に記載する予定であり、検査項目に差異がある(部材はMOX加工工場へ輸送済)。このため、検査項目の差がなくなるように検査 
項目を設定する。 

認可 

輸入燃料体検査申請 

設工認申請 

１ヶ月以上前 

加工継続不可？ 
2020年3月までに実施した事業者検査の記録
について、使用前事業者検査での扱いが不明 

（事前申請） 

使用前事業者検査開始必要時期 

申請は必要か 保安規定認可 

双方が認可 
され次第 

使用前確認申請 
使用前確認申請 

１ヶ月以上 

事業者による品質確認検査 

2019年11月6日 
原子力エネルギー協議会 
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～2019年度 2020年度～ 

加工・検査 

ケース３ 

成型加工 

新検査制度施行をまたぐ場合の輸入燃料体検査と設工認について 

新検査制度施行 

燃料部材加工 

使用前事業者検査として実施 

ケース３．燃料部材加工および成型加工着手が2020年4月以降で、2020年度の早い時期に使用前事業者検査
を開始する必要がある 
【懸念事項】: 
〇輸入燃料体検査申請は成型加工（ペレット成型）着手１月前までに申請すればよいが、使用前事業者検査では成型加工に先立つ燃料

部材加工において使用前事業者検査を実施する必要があり、その時点から使用前事業者検査を開始する必要がある。 
〇燃料体は加工の工程毎に検査を行うため、検査が実施できないと工程を止めることになるが、少なくとも設工認認可まで使用前事業者検査

が実施できないと考えられるため、設工認認可まで使用前事業者検査が開始できず部材・成型加工が継続できなくなり、工程への影響が甚
大となる。 

設工認申請 （事前申請） 

使用前事業者検査開始必要時期 

認可 

加工継続不可？ 

保安規定認可 

使用前確認申請 

１ヶ月以上 

双方が認可され次第 
使用前確認申請 

輸送・発電所受入 

2019年11月6日 
原子力エネルギー協議会 
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項目 工程 

海外MOX燃料 

海外ウラン燃料 

（備考） 
 

制度移行後の 
使用前事業者検査 

 

MOX,ウラン共通 
国内、海外共通 

成型加工 

（参考）現行の輸入燃料体検査における工程と規制検査の関係について 

燃料部材加工 成型加工に 
着手する 

１ヶ月までに 

燃料部材加工 成型加工 

輸入燃料体 
検査申請1 

▼ 
本邦への輸送 
を開始する 
１ヶ月までに 

規制当局による 
記録確認検査 

▽ 
規制当局による 

燃料体外観検査 
▽ 

輸送 

規制当局による 
記録確認検査および 

燃料体外観検査 
▽ 

輸送～発電所保管 

希望する検査開始日 
の１ヶ月までに 

輸入燃料体検査申請と 
関係なく輸送可能 

発電所受入後 

成型加工 燃料部材加工 輸送 発電所保管～装荷 

設工認 
申請 
▼ 

設工認 
認可 
▼ 

初回の使用前 
事業者検査 
▽ 

使用前確認 
申請 
  ▼ 

１ヶ月前が 
望ましい 

使用前 
確認証 
 交付 

発電所受入 
▼ 

使用前事業者検査完了 使用前事業者検査（燃料体）完了 

使用前確認 

発電所保管 

輸入燃料体 
検査申請2 

▼ 
発電所受入 

▼ 

輸入燃料体 
検査申請 
 ▼ 

原則、申請後、 
輸送までの間 

(発電所受入後) 

合格証 
 交付   
 ▼ 

 

合格証 
 交付   
 ▼ 
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